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１．第４回講演会「裁判員制度と最近の犯罪動向」 

を３月４日に開催しました。 

   

  国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度が、平成２１年から始まることもあり、今回は

裁判員制度と、あわせて最近の犯罪動向について勉強しました。今後制度自体の中身がより吟

味されるでしょうから、裁判員制度がスタートする直前に、もう一度講演会を持ってはいかがと言

うのが講師・佐藤さんのｱﾄﾞﾊﾞｲｽでした。 

  今回の講師は、めじろ台在住の佐藤一男さん。佐藤さんは元法務省勤務、多摩少年院長、調停委

員などを務められました。 

１． 裁判員制度についての概要 

導入の理由、裁判員の選ばれ方、対象となる事件、裁判員の仕事と役割、裁判員となること

ができないケース、裁判員になることを辞退することができるケースなど。 

裁判員制度の対象となる事件の一例としては以下のようなものがある。 

①殺人 ②強盗致死傷 ③傷害致死 ④泥酔した状況で自動車を運転して人をひき、死亡

させてしまった場合（危険運転致死） ⑤現住建造物等放火 ⑥身代金目的誘拐 ⑦保護

責任者遺棄致死 など。 

２． 最近の犯罪動向 

（１） 成人の犯罪について 

① ２０歳（刑事責任年齢）以上の犯罪は、平成１５ 
  年以降減少傾向にある。ただし高い水準。 

② 世界各国との比較（人口１０万人当たり） 
英国 １１千件、独 ８千件、仏 ６．６千件、 

米国 ４千件、日本 ２．１千件 と我が国の 

犯罪件数は各国に比し少ない状況にある。 

③ 犯罪の特徴 
高齢者の犯罪、外国人の犯罪、女性の犯罪が多い。 

④ 犯罪者の処遇 
全国の刑務所５９ヵ所、拘置所７ヵ所、刑務所の収容率１１０％と収容定員をオーバーして

いる。  

有期刑の場合、刑期の１／３を過ぎれば仮釈放、「無期」の場合、１０年間過ぎれば仮釈

放の対象となる。 

「終身刑」を設けることの検討も必要である。 

（２） 少年非行 

① 非行の原因は、社会の抑止力の欠如、家庭教育の無さにある。 
② 多摩少年院は、大正１１年（１９２２年）設立され、日本最古。 

   以上のような内容で、裁判員制度と言うやや難しいテーマであったものの、参加者からは 

① 分かりやすく話され理解することができた。 
② 最近の犯罪動向では、私たちが知らないようなことも披露され知識が広まった。 

   との声も聞かれ、今後もう１回同じテーマで開催する予定です。      （講演会担当） 

暖かい日が続き桜の花がほころび始める季節になりましたが、皆様お変わりありませんか。 

ＭＭＣの活動状況をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めじろむつみクラブ（ＭＭＣ）会報 
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